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第１ 特定事業の選定に係る評価の結果 
 
横浜市立科学技術高等学校（仮称）整備事業（以下「本事業」という。）を民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI
法」という。）に基づく事業（以下「PFI 事業」という。）として実施することにより、横浜

市（以下「市」という。）が直接実施する場合に比べ、事業期間全体を通じた市の財政負担

額を約 8％縮減することが期待できると共に、公共サービス水準の向上を期待することがで

きる。 
上記の評価を踏まえ、本事業を PFI 事業として実施することが適当であると認め、ここ

に PFI 法に基づく特定事業として選定する。 
 

第２ 評価の方法及び内容 
 
１ 評価の方法 

(1) 本事業を PFI 事業として実施することにより、事業期間を通じた市の財政負担の縮減

を期待できること、又は市の財政負担が同一の水準にある場合において公共サービスの水

準の向上を期待できることを選定の基準とした。 
 

(2) 市の財政負担の見込額の算定に当たっては、特定事業を実施する民間事業者（以下「選

定事業者」という。）からの税収その他の収入等の適切な調整を行い、将来の費用と見込

まれる財政負担の総額を算出のうえ、これを現在価値に換算することにより定量的な評価

を行った。 
 
(3) 上記の財政負担の算定に加えて、本事業を PFI 事業として実施する場合における公共

サービスの水準について、定性的な評価を行った。 
 

２ 定量的評価の前提条件 

本事業を、市が直接実施する場合及び PFI 事業として実施する場合の財政負担額を比較

して定量的評価を行うに当たり設定した主な前提条件は次の表のとおりである。 
なお、これらの前提条件は、市が独自に設定したものであり、実際の民間事業者からの

提案内容を制約するものではなく、また一致するものでもない。 
 

市の財政負担額算定の前提条件 
 市が直接実施する場合 PFI 事業として実施する場合

財政負担額の 
主な内訳 

(1)設計費 
(2)建設費 

(1)設計・建設の対価（設計費、

建設費、工事監理費等） 
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(3)工事監理費 
(4)管理費 

(2)管理の対価 
(3)モニタリング費等 

共通の条件 
 

(1)事業期間：15 年 3 か月 
(2)割引率：4.0％ 
(3)インフレ率：0.0％ 
(4)施設規模 延床面積 概ね 25,000 ㎡程度 

 
資金調達に関する事項 

 市が直接実施する場合 PFI 事業として実施する場合

資金調達手法 
 

(1)一般財源 
(2)起債（償還年数 15 年、うち

３年間元本据置） 

(1)自己資金 
(2)銀行借入 
 

設計・建設の対価に関す

る事項 
 

市の仕様及び同種の公共施設

の実績等を勘案して設定 
 

市が直接実施する場合に比べ

一定割合の縮減が実現するも

のとして設定 
管理の対価に関する事

項 
市の同種の公共施設の実績等

を勘案して設定 
 

市が直接実施する場合に比べ

一定割合の縮減が実現するも

のとして設定 
 
３ 定量的評価（財政負担額の比較） 

上記前提条件に基づく市の財政負担額について、市が直接実施する場合と PFI 事業とし

て実施する場合を比較すると、次の表のとおりとなる。 
 

財政負担額の比較 
 市が直接実施する場合 PFI 事業として実施する場合 

現在価値換算での指数 
 

１００.０ ９２．４ 

備考：指数は市が直接実施する場合の財政負担額を 100 とした 
 

４ 定性的評価（公共サービスの水準の評価） 

本事業を PFI 事業として実施することにより、以下に示すような公共サービスの水準の

向上を期待することができる。 
 
(1) 効率的な業務実施による費用の最小化 

本事業は PFI 事業として実施することにより、設計、建設、工事監理、管理及び食堂等

運営を一括して選定事業者に任せるため、各業務を個別に発注する場合と比較して効率化
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が図られ、結果として費用の最小化を実現することが可能になる。 
 
(2) 教育環境の向上 

PFI 方式によるサービスの提供により、設計、建設から管理及び食堂等運営までの一貫し

た体制の採用が図られ、この結果、本施設の利用のしやすさや機能性が増し、教育環境の

向上が期待できる。 
管理業務や食堂等運営業務においては一層の専門性を確保でき、選定事業者のノウハウ

が十分に発揮された最適なサービスの提供が期待できる。 
 
(3) リスク分担の明確化による安定した事業運営 

本事業の計画段階においてあらかじめ発生するリスクを想定し、その責任分担を市及び

選定事業者の間で明確にすることによって、問題発生時における適切かつ迅速な対応が可

能となり、安定した事業運営や円滑な業務遂行が期待できる。 
 
(4) 財政支出の平準化 

市が自ら実施した場合、短期間に市の予算に初期投資費用を計上することになるのに対

し、PFI 事業として実施する場合、設計・建設の対価及び管理の対価として毎年一定額を支

払うことから、市の財政支出を平準化することが可能になる。 
 
また、本事業の実施により、科学技術先端都市形成の基盤づくり、産・学との連携によ

る人づくりの推進、教育改革のパイオニアとして小・中・高・大連携の推進が実現され、「科

学技術先端都市の形成」に中核的役割で寄与するとともに、最先端の科学技術分野を切り

拓いていける科学技術者を育成し、我が国の科学技術の発展を担いうる人材輩出に大きく

貢献する。 
 
第３ まとめ 
 
本事業は、PFI 方式にて実施することにより、市が自ら実施した場合と比較して、定量的

評価において約 8%の財政負担額の削減率が達成されることが見込まれる。 
また、定量化できない多くの定性的効果も期待できる。 
以上により、本事業を特定事業として実施することが適当であると認め、ここに PFI 法

第 6 条に基づく特定事業として選定する。 


